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就業規則の運用が厳しく問われた裁判例

があります。 

１ 日本レストランシステム事件 

日本レストランシステム（割増賃金等）事

件（東京地裁平成２２年４月７日・労判１０

０２号８５頁）です。 

（１）事案の概要 

Ｙ（日本レストランシステム社）は、多業

態型レストランチェーンの経営を主な目的と

する会社である。Ｙ社は、「洋麺屋五右衛門」

「にんにくや五右衛門」「卵と私」などを経営

している。Ｙ社の就業規則には、１か月単位

の変形労働時間制が規定されている。Ｘは、

Ｙ社のアルバイト店員として、接客・調理を

担当していた。Ｘは、Ｙ社に対し、未払残業

代・賃金を請求した。Ｙ社は、「半月単位の変

形労働時間制」を適法に導入しており、その

点は労基署にも確認してもらったので、残業

代の未払いはない、実労働時間はタイムカー

ドではなくシフト表で把握しているので本給

の未払いはない、と主張し争った。 

（２）裁判所の判断 

未払賃金、付加金の支払いを命じた。 

「Ｙ社は、変形労働時間制を採用していた

旨主張する。しかしながら、Ｙ社が採用して

いた変形労働時間制は就業規則によれば１か

月単位のそれであったのに、半月ごとのシフ

ト表しか作成せず、変形期間全てにおける労

働日及びその労働時間等を事前に定めず、変

形期間における期間の起算日を就業規則等の

定めによって明らかにしていなかったもので

あって、労基法に従った変形労働時間制の要

件を遵守しておらず、かつ、それを履践して

いたことを認めるに足りる証拠もないから、

変形労働時間制の適用があることを前提とし

たＹ社の主張は採用できない。」 

２ 就業規則の運用について 

変形労働時間制を採用している会社は多い

ですが、私の知る限り、少数の会社しか適法

に変形労働時間制を運用できておりません。 

変形労働時間制は使用者にとって便利な制

度です。１か月単位などで所定労働時間制を

運用出来れば、残業代の削減につながります。 

変形労働時間制の運用については、 

「変形制の基本事項（変形の期間、上限、

勤務のパターンなど）を就業規則または労使

協定で定めたうえ、各人の各日の労働時間を

たとえば１カ月毎に勤務割表によって特定し

ていくことが認められる。」 

「他方、就業規則または労使協定上は変形

労働時間制の基本的内容と勤務割の作成手続

きを定めるだけで、使用者が労働時間を任意

に決定できるような制度は違法とされる」（菅
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とされています。 

しかし、仕事量が事前に予測できないなど

の理由から、製造業などを除けば、１か月ご

との勤務割表を作成し、その通りに運用して

いる事例は少ないです。就業規則に１か月単

位の変形労働時間制を定めたのであれば、そ

のとおり運用しなければなりません。 

３ 労働基準監督官の見解について 

Ｙ社が主張している労働基準監督官の見解

ですが、労働基準監督官は、「就業規則にある

１ヶ月単位の変形労働時間制としては無効だ

が、実態として半月単位の変形労働としては

有効である可能性がある」と判断したそうで

す。 
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しかし、Ｙ社の就業規則には、１か月単位

の変形労働時間制が規定されている以上、実

態は関係ありません。就業規則に定めた以上、

そのとおり運用しなければなりません。 

裁判所はあくまでも一日八時間、週四十時

間の法定労働時間制を原則であると考えてい

ます。変形労働時間制や裁量労働時間制はあ

くまで例外であり、その要件を厳しく判断し

ます。 

この点、私の経験上、労働基準監督官は、

労働時間制度の運用について、使用者の見解

に理解を示すことがあります。私の経験でも、

ある事案で、労働基準監督官が管理監督者の

解釈を巡って、元管理職の方が管理監督者に

あたると口頭で判断したこともあります。依

頼者は労働基準監督官の言葉を信じておりま

したが、私個人は依頼者にも伝えましたが、

結論として管理監督者性が認められる可能性

は極めて低いと思っていました。その結果、

労働審判になり管理監督者性が否定されたこ

とがあります。多くの場合、労働基準監督官

よりも裁判官の方が非常に厳しい判断を下し

ます。私の実感では労働基準監督官が○と言

っても、裁判所では×と言われる場合が多い

です。 

なお、日本レストランシステムは、この判決

をきっかけとしてアルバイト・パートに適用

する変形労働時間制を廃止したとのことです

（この訴訟を支援した労働組合のＨＰの記載

http://www.seinen-u.org/2011.02.28_seime

i.pdf）。 
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